
平成２４年度
平成２５年度 実績と今後の取組

４月 ９月 １月 ３月

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
等

○ 市町村ごとに取りまとめた「権限移
譲実施計画（案）」に基づき、平成22年
度から平成24年度までの3年間を集中
取組期間として「特例市並みの権限移
譲」を実施しました。（移譲率約81パー
セント）

○ 大阪府・市町村分権協議会の下に作
業部会として「大阪府における今後の権限
移譲研究会」を設置し、平成22年度から平
成24年度までの特例市並みの権限移譲
の成果と課題について取りまとめ、協議会
に報告しました。
平成25年度は、大阪府・市町村分権
協議会において、今後のさらなる権限
移譲について、市町村の意見を聞きな
がら協議していきます。

○ 平成24年度は、道路５路線2.8kmを
移管しました。

市町村への道路、河川の移譲につい
ては、移管による市町村の財政面での
影響を示し、移管を希望する市町村と
の個別協議を進めます。
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凡例
取り組んでいる事項、実現した事項 今後取り組んでいく事項

４月

泉州南地域3市3
町において、広域
福祉課を共同設置
予定

計画に沿った事務移譲を推進

４月

豊中市が中核市移行

道路、河川等、インフラ施設の移管を促進するため、
権限移譲に向けた条件整理、市町村と個別協議

４月

・豊能地域に小中学校教職員
任命権に係る事務を移譲
・泉北・泉南地域5市1町にお
いて、広域事業者指導課を共
同設置し事務を開始

７月

大阪府における今後
の権限移譲研究会

作業部会

大阪府・市町村分
権協議会

１月

中間報告

１１月

中間
とりまとめ

３月

結果報告

３月

検討結果
とりまとめ

・「特例市並みの権限移
譲」を底上げ

・今後のさらなる権限移譲
の方向性を検討

道路５路線
を移管

引き続き移譲に向け、条件
整理、市町村と個別協議
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○ 大阪府と市町村との「協議の場」を8
月に開催し、介護保険制度の広域化や
府営住宅資産を活用したまちづくり等に
ついて議論を行いました。今後も重要課
題に関する意見交換の場として活用を
図ります。

大
阪
市
等
と
の
新
た
な
関
係
づ
く
り

○ 大都市制度のあり方については、「大
都市地域における特別区の設置に関す
る法律」に基づき、「大阪府・大阪市特別
区設置協議会」（法定協議会）を設置し、
2月に第1回協議会を開催しました。
今後は、「特別区設置協定書」の作成
に向け協議を進めていきます。

条例設置による「大阪にふさわしい大
都市制度推進協議会」を７回開催し、目
指すべき新たな大都市制度の枠組みを
確認するとともに、法定協議会へ移行
するため、廃止しました。

○ 大阪府と大阪市の役割分担について
は、平成23年12月に設置した府市統合
本部で、平成24年6月に基本的方向性
案を取りまとめ、9月及び25年2月に工
程表を策定しました。
今後は各項目について、工程表に基
づき具体化を進めます。

凡例
取り組んでいる事項、実現した事項 今後取り組んでいく事項

府市統合本部で
見直し検討

必要に応じ「協議の
場」を開催

８月

大阪府と市町
村との協議の
場を開催

各項目の具体化に
向けた取組

「特別区設置協定書」
の作成に向け協議

９月

大都市地域における特別
区の設置に関する法律の
成立・一部施行

６月 ９月及び２月

基本的方向性
（案）の具体化
に向け、工程
表を策定

経営形態の見直し
（１２項目）、類似・重
複している行政
サービス（２２項目）
について基本的方
向性案を取りまとめ

４月

「大阪にふさわ
しい大都市制
度推進協議会」
を設置

２月

廃止・
移行

「大阪府・大阪
市特別区設置
協議会」を設置

１月まで７回開催

目指すべき新た
な大都市制度の
枠組みを確認
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平成２４年度
平成２５年度 実績と今後の取組

４月 ９月 １月 ３月

関
西
広
域
連
合
の
取
組

○ 24年度には４政令市が加入し、体制
の強化を図りました。
今後、２府５県４政令市が力を合わせ
て広域的課題に取り組みます。

現広域計画の期限が25年度までであ
ることから、同計画の改定を進めていき
ます。

有識者による研究会「道州制のあり方
研究会」を設置し、今後国へ提言するとと
もに、将来の関西における広域行政のあ
り方等を検討していきます。

○ 国出先機関の地方移管については、
関西広域連合の方針としてまずは３機関
（経済産業局、地方整備局、地方環境事
務所）を、関西広域連合に権限・財源・人
員を丸ごと移管するよう求めていくことで
決定しています。
１月には、「新政権に対する期待」を国
へ提出し、政権交代後も引き続き国出先
機関の地方移管を推進するよう要請しま
した。
今後も国における検討を踏まえ、移管
実現を働きかけていきます。

凡例
取り組んでいる事項、実現した事項 今後取り組んでいく事項

３月

道州制のあり方研究
会を設置

広域的課題への対応

４月～８月

４政令市加入
（大阪市、堺市、
神戸市、京都市）

１月

「新政権に対す
る期待」提出

国出先機関の丸ごと移管に向けた検討
政府アクション・プラン推進委員会への参画

広域的課題への対応

３月

次期広域計画策定
に係る論点骨子案
を提示

６月：中間報告
年度内：最終報告

９月：中間案
３月：次期広域計画決定

国出先機関の地方移
管に向けた取組



大阪発“地方分権改革”ビジョンの推進について ～Ｈ２４年度の取組イメージ（３月末時点）～

平成２４年度
平成２５年度 実績と今後の取組

４月 ９月 １月 ３月

国
へ
の
提
案
・要
望

○ 全国知事会等とも連携し、政府の地
方分権改革の推進に向け、国の出先機
関の原則廃止、国から地方への事務・
権限の移譲、地方分権型道州制の推進
等を進めるよう、国に働きかけます。

（参
考
）政
府
に
お
け
る

地
方
分
権
の
取
組
状
況

○ 11月に、「国出先機関を特定広域連
合に移管するための特例法案」が閣議
決定されました。
また、3月に、政府に地方分権改革推
進本部が設置されました。

○ 国の地方に対する義務付け・枠付け
の見直し検討が進められています。

○ 9月に、新たな大都市制度の導入を
可能とする「大都市地域における特別
区の設置に関する法律」が成立しました。
また、第３０次地方制度調査会におい
て、大都市制度の検討が進められ、１２
月に「大都市制度についての専門小委
員会中間報告」が取りまとめられました。

３月

地方分権改
革推進本部
の設置

６月

府国家予算要望
・国出先機関の原則廃止

・地域自主戦略交付金の制
度改善

政府アクションプラン推進委員会
への参画

（関西広域連合）

第３０次地
方制度調
査会

国出先機関原
則廃止の検討

凡例
取り組んでいる事項、実現した事項 今後取り組んでいく事項

新たな大都市制度の 検討
実現に向け
更なる検討

９月

大都市地域における特別区の設置
に関する法律の成立・一部施行

義務付け・枠付けの見直し検討（第4次）

政府の地方分権改革
の推進

１１月

国出先機関
原則廃止に
関する法案
の閣議決定

法制化に向け
更なる検討

国から地方への事務・
権限移譲等の検討

自

・

公

連

立

政

権

の

発

足

地方制
度調査
会答申

１２月

大都市制度につ
いての専門小委
員会中間報告


